
福
井
県
告
示
第
１
１
８
号

　
県

統
計

調
査

の
告

示
の

一
部

を
改

正
す

る
告

示
を

次
の

よ
う

に
定

め
る

。

　
　

令
和

２
年

３
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

県
統

計
調

査
の

告
示

の
一

部
を

改
正

す
る

告

示

　
県

統
計

調
査

の
告

示
（

平
成

２
１

年
福

井
県

告
示

第
１

８
７

号
）

の
一

部
を

次
の

よ
う

に
改

正
す

る
。

　
表

中

　
　
　
目
　
　
次
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
（※

は
、
県
例
規
集
登
載
事
項
）

告
　
示

　

※

県
統
計
調
査
の
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　

告
示
（
一
一
八
・
統
計
情
報
課
）…

…
…

…
一

　

○
道
路
の
区
域
の
変
更
（
一
一
九
〜
一
二
三

　
　

・
道
路
保
全
課
）…

…
…

…
…

…
…

…
…

…

三

　

○
道
路
の
供
用
の
開
始
（
一
二
四
〜
一
二
六

　
　

・
同
）…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…

三

　

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
の
一
部
改
正

　
　

（
一
二
七
・
審
査
指
導
課
）…

…
…

…
…

…

四

公
告

　

○
福
井
県
医
師
確
保
計
画
の
概
要
（
地
域
医

　
　

療
課
）…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…

五

教
育
委
員
会
告
示

　

※

福
井
県
立
高
等
学
校
に
お
け
る
主
と
し
て

　
　

専
門
学
科
に
お
い
て
開
設
さ
れ
る
各
教
科

　
　

・
科
目
の
標
準
単
位
数
（
二
・
高
校
教
育

　
　

課
）…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

五

　

※

福
井
県
立
盲
学
校
お
よ
び
ろ
う
学
校
に
お

　
　

け
る
主
と
し
て
専
門
学
科
に
お
い
て
開
設

　
　

さ
れ
る
各
教
科
・
科
目
の
標
準
単
位
数
（

　
　

三
・
同
）…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

七

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

　

○
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
に
係
る
届

　
　

出
（
二
〇
）…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…

七

　

○
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
（
二
一
）…

…
…

九

　

○
平
成
三
十
年
分
の
政
治
団
体
の
収
支
報
告

　
　

書
の
要
旨
の
公
表
（
二
二
）…

…
…

…
…

…

九
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福
井

県
就

業
実

態
調

査

就
職

支
援

施
策

に
必

要
不

可
欠

な
就

業

・
不

就
業

に
関

す
る

デ
ー

タ
を

蓄
積

し

、
就

業
改

善
の

た
め

の
基

礎
資

料
を

得

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

福
井

県
内

全
域

世
帯

（
15歳

以
上

の
者

）

氏
名

（
任

意
）

お
よ

び
男

女
の

別
、

出
生

の
年

月
、

配
偶

の
関

係
、

卒
業

の
状

態
、

調
査

日
を

最
終

日
と

す
る

７
日

間
に

お
け

る
就

業
状

態
、

従
業

上
の

地
位

、
勤

め
先

、
業

主
な

ど
の

事
業

の
産

業
分

類
、

求
職

活
動

の
有

無
、

就
業

可
能

時
期

、
探

し
て

い
る

仕
事

が
主

に
す

る
も

の
か

、
か

た
わ

ら
に

す
る

も
の

か
、

探
し

て
い

る
仕

事
の

形
態

、
仕

事
を

探
し

始
め

た
理

由
、

求
職

方
法

、
仕

事
を

探
し

始
め

て
か

ら
の

期
間

、
仕

事
に

就
け

な
い

理
由

、
転

職
な

ど
の

希
望

の
有

無毎
月

末
日

現
在

（
12月

、
３

月
は

26日
現

在
）

。
た

だ
し

、
就

業
状

態
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
は

、
調

査
日

を
末

日
と

す
る

１
週

間
の

状
態

に
つ

い
て

調
査

す
る

。

毎
月

約
2,000名

県
―

民
間

事

業
者

―
調

査

員
―

報
告

者

調
査

員
調

査

調
査

月
の

翌
月

５
日

調
査

の
名

称
お

よ
び

目
的

調
査

対
象

の
範

囲
報

告
を

求
め

る
事

項
お

よ
び

そ
の

基
準

と
な

る

期
日

ま
た

は
期

間
報

告
を

求
め

る
者

報
告

を
求

め
る

た
め

に
用

い
る

方
法

報
告

を
求

め
る

期
間

「

」

福
井

県
就

業
実

態
調

査

就
職

支
援

施
策

に
必

要
不

可
欠

な
就

業

・
不

就
業

に
関

す
る

デ
ー

タ
を

蓄
積

し

、
就

業
改

善
の

た
め

の
基

礎
資

料
を

得

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

福
井

県
内

全
域

世
帯

（
15歳

以
上

の
者

）

氏
名

（
任

意
）

お
よ

び
男

女
の

別
、

出
生

の
年

月
、

配
偶

の
関

係
、

卒
業

の
状

態
、

調
査

日
を

最
終

日
と

す
る

７
日

間
に

お
け

る
就

業
状

態
、

従
業

上
の

地
位

、
今

の
雇

用
形

態
で

働
く

理
由

、
勤

め
先

、
業

主
な

ど
の

事
業

の
産

業
分

類
、

求
職

活
動

の
有

無
、

就
業

可
能

時
期

、
探

し
て

い
る

仕
事

が
主

に
す

る
も

の
か

、
か

た
わ

ら
に

す
る

も
の

か
、

探
し

て
い

る
仕

事
の

形
態

、
仕

事
を

探
し

始
め

た
理

由
、

求
職

方
法

、
仕

事
を

探
し

始
め

て
か

ら
の

期
間

、
仕

事
に

就
け

な
い

理
由

、
転

職
な

ど
の

希
望

の
有

無

毎
月

末
日

現
在

（
12月

、
３

月
は

26日
現

在
）

。
た

だ
し

、
就

業
状

態
に

関
す

る
事

項
に

つ
い

て
は

、
調

査
日

を
末

日
と

す
る

１
週

間
の

状
態

に
つ

い
て

調
査

す
る

。

毎
月

約
2,000名

県
―

民
間

事

業
者

―
調

査

員
―

報
告

者

調
査

員
調

査

調
査

月
の

翌
月

５
日

調
査

の
名

称
お

よ
び

目
的

調
査

対
象

の
範

囲
報

告
を

求
め

る
事

項
お

よ
び

そ
の

基
準

と
な

る

期
日

ま
た

は
期

間
報

告
を

求
め

る
者

報
告

を
求

め
る

た
め

に
用

い
る

方
法

報
告

を
求

め
る

期
間

「

」



　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
１
２
３
号

　
一

般
県

道
音

海
中

津
海

線
の

下
記

区
間

に
お

い
て

、
旧

道
の

移
管

に
伴

い
、

道
路

の
区

域
を

変
更

し
た

の
で

、
道

路
法

（
昭

和
２

７
年

法
律

第
１

８
０

号
）

第
１

８
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
な

お
、

こ
れ

を
表

示
し

た
図

面
は

、
福

井
県

庁
お

よ
び

小
浜

土
木

事
務

所
に

お
い

て
、

令
和

２
年

３
月

３
１

日
か

ら
２

０
日

間
一

般
の

縦
覧

に
供

す
る

。

　
　

令
和

２
年

３
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
１
２
４
号

　
一

般
国

道
４

７
６

号
の

下
記

区
間

に
お

い
て

、
道

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
１
２
２
号

　
一

般
県

道
中

小
屋

武
生

線
の

下
記

区
間

に
お

い
て

、
道

路
改

良
工

事
に

伴
い

、
道

路
の

区
域

を
変

更
し

た
の

で
、

道
路

法
（

昭
和

２
７

年
法

律
第

１
８

０
号

）
第

１
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
な

お
、

こ
れ

を
表

示
し

た
図

面
は

、
福

井
県

庁
お

よ
び

丹
南

土
木

事
務

所
に

お
い

て
、

令
和

２
年

３
月

３
１

日
か

ら
２

０
日

間
一

般
の

縦
覧

に
供

す
る

。

　
　

令
和

２
年

３
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

と
お

り
公

示
す

る
。

　
な

お
、

こ
れ

を
表

示
し

た
図

面
は

、
福

井
県

庁
お

よ
び

三
国

土
木

事
務

所
に

お
い

て
、

令
和

２
年

３
月

３
１

日
か

ら
２

０
日

間
一

般
の

縦
覧

に
供

す
る

。

　
　

令
和

２
年

３
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
１
２
１
号

　
一

般
県

道
上

唯
野

西
屋

勝
山

線
の

下
記

区
間

に
お

い
て

、
道

路
改

良
工

事
に

伴
い

、
道

路
の

区
域

を
変

更
し

た
の

で
、

道
路

法
（

昭
和

２
７

年
法

律
第

１
８

０
号

）
第

１
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
な

お
、

こ
れ

を
表

示
し

た
図

面
は

、
福

井
県

庁
お

よ
び

奥
越

土
木

事
務

所
に

お
い

て
、

令
和

２
年

３
月

３
１

日
か

ら
２

０
日

間
一

般
の

縦
覧

に
供

す
る

。

　
　

令
和

２
年

３
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

に
改

め
る

。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
告

示
は

、
令

和
２

年
３

月
３

１
日

か
ら

施
行

す
る

。

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
１
１
９
号

　
一

般
国

道
４

７
６

号
の

下
記

区
間

に
お

い
て

、
道

路
改

良
工

事
に

伴
い

、
道

路
の

区
域

を
変

更
し

た
の

で
、

道
路

法
（

昭
和

２
７

年
法

律
第

１
８

０
号

）
第

１
８

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
な

お
、

こ
れ

を
表

示
し

た
図

面
は

、
福

井
県

庁
お

よ
び

丹
南

土
木

事
務

所
に

お
い

て
、

令
和

２
年

３
月

３
１

日
か

ら
２

０
日

間
一

般
の

縦
覧

に
供

す
る

。

　
　

令
和

２
年

３
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
１
２
０
号

　
主

要
地

方
道

三
国

東
尋

坊
芦

原
線

の
下

記
区

間
に

お
い

て
、

道
路

改
良

工
事

に
伴

い
、

道
路

の
区

域
を

変
更

し
た

の
で

、
道

路
法

（
昭

和
２

７
年

法
律

第
１

８
０

号
）

第
１

８
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の
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道路種類

路線名

新旧別
区

　
間

幅
員

（
単

位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

延
長

（
単

位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

新旧

４７６号

一般国道

今
立

郡
池

田
町

東
俣

２
０

字
明

正
田

４
９

番
３

か
ら

今
立

郡
池

田
町

東
俣

２
０

字
明

正
田

２
１

番
５

ま
で

今
立

郡
池

田
町

東
俣

２
０

字
明

正
田

４
９

番
３

か
ら

今
立

郡
池

田
町

東
俣

２
０

字
明

正
田

２
１

番
５

ま
で

9.4～9.4

9.4～9.4

15.0

15.0

道路種類

路線名

新旧別
区

　
間

幅
員

（
単

位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

延
長

（
単

位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

新旧

三国東尋坊芦原線

主要地方道

坂
井

市
三

国
町

梶
３

８
字

安
塔

山
３

７
番

４
地

先
か

ら

坂
井

市
三

国
町

浜
地

３
１

字
浜

ノ
田

３
番

３
ま

で

坂
井

市
三

国
町

梶
３

８
字

安
塔

山
３

７
番

４
地

先
か

ら

坂
井

市
三

国
町

浜
地

３
１

字
浜

ノ
田

３
番

３
ま

で

10.0～

14.7

10.0～

14.7

1157.3

1157.3

道路種類

路線名

新旧別
区

　
間

幅
員

（
単

位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

延
長

（
単

位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

新旧旧

音海中津海線

一般県道

大
飯

郡
高

浜
町

音
海

７
７

字
港

１
番

３
か

ら大
飯

郡
高

浜
町

田
ノ

浦
１

字
田

ノ
浦

５
番

３
ま

で

大
飯

郡
高

浜
町

音
海

７
７

字
港

１
番

３
か

ら大
飯

郡
高

浜
町

田
ノ

浦
１

字
田

ノ
浦

５
番

３
ま

で

大
飯

郡
高

浜
町

音
海

７
７

字
港

１
番

３
か

ら大
飯

郡
高

浜
町

田
ノ

浦
１

字
田

ノ
浦

５
番

３
ま

で

9.6～

52.1

9.6～

52.1

7.6～

73.0

1,640.0

1,640.0

2,387.3

道路種類

路線名

新旧別
区

　
間

幅
員

（
単

位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

延
長

（
単

位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

新旧

中小屋武生線

一般県道

南
条

郡
南

越
前

町
上

野
６

６
字

下
五

十
分

１
９

番
３

か
ら

南
条

郡
南

越
前

町
上

野
６

６
字

下
五

十
分

１
９

番
３

ま
で

南
条

郡
南

越
前

町
上

野
６

６
字

下
五

十
分

１
９

番
３

か
ら

南
条

郡
南

越
前

町
上

野
６

６
字

下
五

十
分

9.9～

20.2

9.9～9.9

70.5

80.4

１
９

番
３

ま
で

道路種類

路線名

新旧別
区

　
間

幅
員

（
単

位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

延
長

（
単

位
 :  

ﾒｰﾄﾙ）

大
野

市
花

房
１

４
字

新旧

上唯野西屋勝山線

一般県道

北
ノ

畑
２

４
番

２
地

先
か

ら

大
野

市
花

房
１

４
字

北
ノ

畑
２

０
番

４
ま

で大
野

市
花

房
１

４
字

北
ノ

畑
２

４
番

２
地

先
か

ら

大
野

市
花

房
１

４
字

北
ノ

畑
２

０
番

４
ま

で

7.0～9.3

5.8～7.0

55.0

55.0



　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
１
２
６
号

　
一

般
県

道
上

唯
野

西
屋

勝
山

線
の

下
記

区
間

に
お

い
て

、
道

路
改

良
工

事
の

竣
工

に
伴

い
、

道
路

の
供

用
を

開
始

す
る

の
で

、
道

路
法

（
昭

和
２

７
年

法
律

第
１

８
０

号
）

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
な

お
、

こ
れ

を
表

示
し

た
図

面
は

、
福

井
県

庁
お

よ
び

奥
越

土
木

事
務

所
に

お
い

て
、

令
和

２
年

３
月

３
１

日
か

ら
２

０
日

間
一

般
の

縦
覧

に
供

す
る

。

　
　

令
和

２
年

３
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
１
２
７
号

　
証

紙
売

り
さ

ば
き

人
の

指
定

（
平

成
２

７
年

福
井

県
告

示
第

６
５

０
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。

　
　

令
和

２
年

３
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

　
表

中

路
改

良
工

事
の

竣
工

に
伴

い
、

道
路

の
供

用
を

開
始

す
る

の
で

、
道

路
法

（
昭

和
２

７
年

法
律

第
１

８
０

号
）

第
１

８
条

第
２

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
な

お
、

こ
れ

を
表

示
し

た
図

面
は

、
福

井
県

庁
お

よ
び

丹
南

土
木

事
務

所
に

お
い

て
、

令
和

２
年

３
月

３
１

日
か

ら
２

０
日

間
一

般
の

縦
覧

に
供

す
る

。

　
　

令
和

２
年

３
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
告
示
第
１
２
５
号

　
主

要
地

方
道

三
国

東
尋

坊
芦

原
線

の
下

記
区

間
に

お
い

て
、

道
路

改
良

工
事

の
竣

工
に

伴
い

、
道

路
の

供
用

を
開

始
す

る
の

で
、

道
路

法
（

昭
和

２
７

年
法

律
第

１
８

０
号

）
第

１
８

条
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

公
示

す
る

。

　
な

お
、

こ
れ

を
表

示
し

た
図

面
は

、
福

井
県

庁
お

よ
び

三
国

土
木

事
務

所
に

お
い

て
、

令
和

２
年

３
月

３
１

日
か

ら
２

０
日

間
一

般
の

縦
覧

に
供

す
る

。

　
　

令
和

２
年

３
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治
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道路種類

路線名
供

用
開

始
の

区
間

供
用

開
始

の
期

日

４７６号

一般国道

今
立

郡
池

田
町

東
俣

２
０

字
明

正
田

２
２

番
６

か
ら

今
立

郡
池

田
町

東
俣

２
４

字
中

河
原

１
８

番
３

ま
で

令
和

２
年

３
月

３
１

日
道路種類

路線名
供

用
開

始
の

区
間

供
用

開
始

の
期

日

上唯野西屋勝山線

一般県道

大
野

市
花

房
１

４
字

北
ノ

畑
２

４
番

２
地

先
か

ら

大
野

市
花

房
１

４
字

北
ノ

畑
２

０
番

４
ま

で

令
和

２
年

３
月

３
１

日

道路種類

路線名
供

用
開

始
の

区
間

供
用

開
始

の
期

日

三国東尋坊芦

主要地方

坂
井

市
三

国
町

梶
４

０
字

下
浜

４
番

か
ら

坂
井

市
三

国
町

浜
地

３
１

字
浜

ノ
田

３
番

令
和

２
年

３
月

３
１

日

原線
道

３
ま

で

証
紙

売
り

さ
ば

き
人

の
住

所
お

よ
び

名
称

越
前

市
文

京
２

丁
目

13-39　
丹

南
健

康
福

祉
セ

ン
タ

ー
内

武
生

食
品

衛
生

協
会

証
紙

売
り

さ
ば

き
場

所

越
前

市
文

京
２

丁
目

13-39　
丹

南
健

康
福

祉
セ

ン
タ

ー
内

武
生

食
品

衛
生

協
会

「

」

を



　
２

　
目

標
医

師
数

第
５

章
　

目
標

医
師

数
を

達
成

す
る

た
め

の
施

策

　
１

　
本

県
で

働
く

医
師

を
増

や
す

　
２

　
地

域
偏

在
を

解
消

す
る

　
３

　
診

療
科

偏
在

を
解

消
す

る

　
４

　
働

き
方

改
革

を
進

め
る

取
組

み

第
６

章
　

産
科

・
小

児
科

に
お

け
る

医
師

確
保

計
画

　
１

　
医

師
偏

在
指

標
・

医
師

確
保

の
方

針
等

　
２

　
医

師
確

保
対

策

第
７

章
　

計
画

の
推

進
体

制
と

評
価

　
１

　
推

進
体

制

　
２

　
計

画
の

進
行

管
理

・
評

価

「
第

２
部

　
外

来
医

療
編

」

第
１

章
　

計
画

の
基

本
的

事
項

　
１

　
趣

旨

　
２

　
計

画
期

間

　
３

　
基

本
的

な
考

え
方

第
２

章
　

本
県

の
外

来
医

療
提

供
体

制
の

現
状

　
１

　
外

来
対

応
医

師
数

　
２

　
医

療
施

設
数

　
３

　
外

来
患

者
数

　
４

　
そ

の
他

の
外

来
医

療
機

能
の

状
況

　
５

　
医

療
機

器
の

配
置

状
況

第
３

章
　

各
二

次
医

療
圏

の
外

来
医

療
提

供
体

制
の

　
　

　
　

現
状

第
４

章
　

外
来

医
師

偏
在

指
標

　
１

　
外

来
医

師
偏

在
指

標
の

考
え

方

　
２

　
外

来
医

師
多

数
区

域
の

設
定

第
５

章
　

外
来

医
療

の
提

供
体

制
の

充
実

に
向

け
た

　
　

　
　

取
組

み

参
考

資
料

福
井
県
教
育
委
員
会
告
示
第
２
号

　
高

等
学

校
学

習
指

導
要

領
（

平
成

３
０

年
文

部
科

学
省

告
示

第
６

８
号

）
第

１
章

第
２

款
の

３
(1)の

ウ

改
め

る
。

　
　

　
附
　
則

　
こ

の
告

示
は

、
令

和
２

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
す

る
。

　
医

療
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
２

０
５

号
）

第
３

０
条

の
４

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

福
井

県
医

療
計

画
の

一
部

と
し

て
福

井
県

医
師

確
保

計
画

（
以

下
「

計
画

」
と

い
う

。
）

を
定

め
た

の
で

、
そ

の
概

要
を

次
の

と
お

り
公

示
す

る
。

　
な

お
、

計
画

は
、

こ
の

公
示

の
日

か
ら

１
か

月
間

、
福

井
県

健
康

福
祉

部
地

域
医

療
課

お
よ

び
各

県
健

康
福

祉
セ

ン
タ

ー
に

備
え

置
い

て
、

一
般

の
縦

覧
に

供
す

る
。

　
　

令
和

２
年

３
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
知

事
　

杉
本

　
達

治

「
第

１
部

　
医

師
確

保
編

」

第
１

章
　

計
画

の
基

本
的

事
項

　
１

　
趣

旨

　
２

　
計

画
期

間

　
３

　
基

本
的

な
考

え
方

第
２

章
　

本
県

の
状

況

　
１

　
医

師
数

　
２

　
人

口
・

医
療

需
要

　
３

　
各

医
療

圏
の

概
況

第
３

章
　

医
師

偏
在

指
標

　
１

　
医

師
偏

在
指

標
の

考
え

方

　
２

　
医

師
多

数
区

域
・

医
師

少
数

区
域

第
４

章
　

医
師

確
保

の
方

針
お

よ
び

目
標

医
師

数

　
１

　
医

師
確

保
の

方
針

の
規

定
に

基
づ

き
、

福
井

県
立

高
等

学
校

に
お

け
る

主
と

し
て

専
門

学
科

に
お

い
て

開
設

さ
れ

る
各

教
科

・
科

目
の

標
準

単
位

数
（

平
成

２
２

年
福

井
県

教
育

委
員

会
告

示
第

２
号

）
の

全
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

し
、

令
和

４
年

４
月

１
日

か
ら

適
用

す
る

。

　
な

お
、

改
正

後
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
令

和
４

年
３

月
３

１
日

に
現

に
在

学
す

る
者

に
つ

い
て

は
、

在
学

し
な

く
な

る
ま

で
の

間
、

改
正

前
の

規
定

を
適

用
す

る
。

　
　

令
和

２
年

３
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
教

育
委

員
会

　
主

と
し

て
専

門
学

科
に

お
い

て
開

設
さ

れ
る

各
教

科
・

科
目

の
標

準
単

位
数
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教
育
委
員
会
告
示

公
　
　
　
　
　
告

証
紙

売
り

さ
ば

き
人

の
住

所
お

よ
び

名
称

越
前

市
上

太
田

町
４

１
－

５
　

南
越

合
同

庁
舎

内

武
生

食
品

衛
生

協
会

証
紙

売
り

さ
ば

き
場

所

越
前

市
上

太
田

町
４

１
－

５
　

南
越

合
同

庁
舎

内

武
生

食
品

衛
生

協
会

「

」

に

＜
農

業
＞

標
準

単
位

数

２
～

６

３
～

６

３
～

10

２
～

８

２
～

８

２
～

８

２
～

８

２
～

８

２
～

10

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

８

２
～

８

２
～

６

２
～

６

２
～

８

２
～

８

２
～

８

２
～

10

科
目

農
業

と
環

境

課
題

研
究

総
合

実
習

農
業

と
情

報

作
物

野
菜

果
樹

草
花

畜
産

栽
培

と
環

境

飼
育

と
環

境

農
業

経
営

農
業

機
械

植
物

バ
イ

オ
テ

ク
ノ

ロ
ジ

ー

食
品

製
造

食
品

化
学

食
品

微
生

物

食
品

流
通

森
林

科
学

森
林

経
営

林
産

物
利

用

農
業

土
木

設
計
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２

～
10

２
～

８

２
～

８

２
～

８

２
～

８

２
～

10

２
～

８

２
～

８

農
業

土
木

施
工

水
循

環

造
園

計
画

造
園

施
工

管
理

造
園

植
栽

測
量

生
物

活
用

地
域

資
源

活
用

＜
工

業
＞

標
準

単
位

数

２
～

４

２
～

６

２
～

16

２
～

12

２
～

８

２
～

４

２
～

４

２
～

８

２
～

６

２
～

８

２
～

８

２
～

４

２
～

８

２
～

８

２
～

10

２
～

８

２
～

18

２
～

10

２
～

６

２
～

８

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

８

２
～

８

２
～

８

科
目

工
業

技
術

基
礎

課
題

研
究

実
習

製
図

工
業

情
報

数
理

工
業

材
料

技
術

工
業

技
術

英
語

工
業

管
理

技
術

工
業

環
境

技
術

機
械

工
作

機
械

設
計

原
動

機

電
子

機
械

生
産

技
術

自
動

車
工

学

自
動

車
整

備

船
舶

工
学

電
気

回
路

電
気

機
器

電
力

技
術

電
子

技
術

電
子

回
路

電
子

計
測

制
御

通
信

技
術

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
技

術

ハ
ー

ド
ウ

ェ
ア

技
術

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

技
術

２
～

８

２
～

６

２
～

８

２
～

８

２
～

６

２
～

４

２
～

６

２
～

８

２
～

８

２
～

８

２
～

10

２
～

８

２
～

８

２
～

４

２
～

12

２
～

８

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

４

２
～

４

コ
ン

ピ
ュ

ー
タ

シ
ス

テ
ム

技
術

建
築

構
造

建
築

計
画

建
築

構
造

設
計

建
築

施
工

建
築

法
規

設
備

計
画

空
気

調
和

設
備

衛
生

・
防

災
設

備

測
量

土
木

基
盤

力
学

土
木

構
造

設
計

土
木

施
工

社
会

基
盤

工
学

工
業

化
学

化
学

工
学

地
球

環
境

化
学

材
料

製
造

技
術

材
料

工
学

材
料

加
工

セ
ラ

ミ
ッ

ク
化

学

セ
ラ

ミ
ッ

ク
技

術

セ
ラ

ミ
ッ

ク
工

業

繊
維

製
品

繊
維

・
染

色
技

術

染
織

デ
ザ

イ
ン

イ
ン

テ
リ

ア
計

画

イ
ン

テ
リ

ア
装

備

イ
ン

テ
リ

ア
エ

レ
メ

ン
ト

生
産

デ
ザ

イ
ン

実
践

デ
ザ

イ
ン

材
料

デ
ザ

イ
ン

史

科
目

ビ
ジ

ネ
ス

基
礎

課
題

研
究

総
合

実
践

＜
商

業
＞

標
準

単
位

数

２
～

４

２
～

６

２
～

４

２
～

４

２
～

４

２
～

４

２
～

４

２
～

４

２
～

４

２
～

４

２
～

６

２
～

６

２
～

４

２
～

６

２
～

４

２
～

８

２
～

６

２
～

６

２
～

４

２
～

４

ビ
ジ

ネ
ス

・
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ

商
品

開
発

と
流

通

観
光

ビ
ジ

ネ
ス

ビ
ジ

ネ
ス

・
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト

グ
ロ

ー
バ

ル
経

済

ビ
ジ

ネ
ス

法
規

簿
記

財
務

会
計

Ⅰ

財
務

会
計

Ⅱ

原
価

計
算

管
理

会
計

情
報

処
理

ソ
フ

ト
ウ

ェ
ア

活
用

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

活
用

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

管
理

＜
水

産
＞

標
準

単
位

数

２
～

６

２
～

８

２
～

12

２
～

６

２
～

８

２
～

８

２
～

８

２
～

10

２
～

12

２
～

６

２
～

10

２
～

８

２
～

10

２
～

10

２
～

８

２
～

８

２
～

４

２
～

12

科
目

水
産

海
洋

基
礎

課
題

研
究

総
合

実
習

海
洋

情
報

技
術

水
産

海
洋

科
学

漁
業

航
海

・
計

器

船
舶

運
用

船
用

機
関

機
械

設
計

工
作

電
気

理
論

移
動

体
通

信
工

学

海
洋

通
信

技
術

資
源

増
殖

海
洋

生
物

海
洋

環
境

小
型

船
舶

食
品

製
造

２
～

12

２
～

６

２
～

４

２
～

４

食
品

管
理

水
産

流
通

ダ
イ

ビ
ン

グ

マ
リ

ン
ス

ポ
ー

ツ

＜
家

庭
＞

標
準

単
位

数

２
～

４

２
～

４

２
～

６

２
～

４

２
～

６

２
～

８

２
～

４

２
～

６

２
～

４

２
～

10

２
～

10

２
～

14

２
～

４

２
～

６

１
～

２

４
～

18

２
～

４

２
～

４

２
～

５

２
～

４

２
～

４

科
目

生
活

産
業

基
礎

課
題

研
究

生
活

産
業

情
報

消
費

生
活

保
育

基
礎

保
育

実
践

生
活

と
福

祉

住
生

活
デ

ザ
イ

ン

服
飾

文
化

フ
ァ

ッ
シ

ョ
ン

造
形

基
礎

フ
ァ

ッ
シ

ョ
ン

造
形

フ
ァ

ッ
シ

ョ
ン

デ
ザ

イ
ン

服
飾

手
芸

フ
ー

ド
デ

ザ
イ

ン

食
文

化

調
理

栄
養

食
品

食
品

衛
生

公
衆

衛
生

総
合

調
理

実
習

＜
看

護
＞

標
準

単
位

数

２
～

11

２
～

７

２
～

８

２
～

７

２
～

６

２
～

４

２
～

４

２
～

４

科
目

基
礎

看
護

人
体

の
構

造
と

機
能

疾
病

の
成

り
立

ち
と

回
復

の
促

進

健
康

支
援

と
社

会
保

障
制

度

成
人

看
護

老
年

看
護

精
神

看
護

在
宅

看
護



　
福

井
県

立
ろ

う
学

校
高

等
部

の
主

と
し

て
専

門
学

科
に

お
い

て
開

設
さ

れ
る

各
教

科
・

科
目

の
標

準
単

位
数

　
福

井
県

立
ろ

う
学

校
高

等
部

の
主

と
し

て
専

門
学

科
に

お
い

て
開

設
さ

れ
る

各
教

科
・

科
目

の
標

準
単

位
数

は
、

福
井

県
立

高
等

学
校

に
お

け
る

主
と

し
て

専
門

学
科

に
お

い
て

開
設

さ
れ

る
各

教
科

・
科

目
の

標
準

単
位

数
（

令
和

２
年

福
井

県
教

育
委

員
会

告
示

第
２

号
）

に
よ

る
こ

と
と

す
る

。

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
２
０
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
７

条
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

、
政

治
団

体
の

届
出

事
項

の
異

動
に

係
る

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

法
第

７
条

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
告

示
す

る
。

　
　

令
和

２
年

３
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
教
育
委
員
会
告
示
第
３
号

　
福

井
県

立
盲

学
校

お
よ

び
ろ

う
学

校
の

専
門

教
育

に
関

す
る

教
科

・
科

目
の

標
準

単
位

数
（

平
成

２
２

年
福

井
県

教
育

委
員

会
告

示
第

３
号

）
の

全
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

し
、

令
和

４
年

４
月

１
日

か
ら

適
用

す
る

。

　
な

お
、

改
正

後
の

規
定

に
か

か
わ

ら
ず

、
令

和
４

年
３

月
３

１
日

に
現

に
在

学
す

る
者

に
つ

い
て

は
、

在
学

し
な

く
な

る
ま

で
の

間
、

改
正

前
の

規
定

を
適

用
す

る
。

　
　

令
和

２
年

３
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
教

育
委

員
会

　
福

井
県

立
盲

学
校

高
等

部
の

主
と

し
て

専
門

学
科

に
お

い
て

開
設

さ
れ

る
各

教
科

・
科

目
の

標
準

単
位

数

課
題

研
究
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選
挙
管
理
委
員
会
告
示

＜
保

健
理

療
＞

標
準

単
位

数

2

6～
10

6～
10

3～
6

5～
9

1

13～
17

5～
12

＜
理

療
＞

標
準

単
位

数

31212915219410

＜
情

報
＞

標
準

単
位

数

２
～

４

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

10

２
～

６

２
～

８

２
～

６

２
～

６

２
～

４

２
～

10

科
目

情
報

産
業

と
社

会

課
題

研
究

情
報

の
表

現
と

管
理

情
報

テ
ク

ノ
ロ

ジ
ー

情
報

セ
キ

ュ
リ

テ
ィ

情
報

シ
ス

テ
ム

の
プ

ロ
グ

ラ
ミ

ン
グ

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

シ
ス

テ
ム

デ
ー

タ
ベ

ー
ス

情
報

デ
ザ

イ
ン

コ
ン

テ
ン

ツ
の

制
作

と
発

信

メ
デ

ィ
ア

と
サ

ー
ビ

ス

情
報

実
習

＜
福

祉
＞

標
準

単
位

数

２
～

６

２
～

６

２
～

４

２
～

12

２
～

６

２
～

３

２
～

16

２
～

８

２
～

４

科
目

社
会

福
祉

基
礎

介
護

福
祉

基
礎

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
技

術

生
活

支
援

技
術

介
護

過
程

介
護

総
合

演
習

介
護

実
習

こ
こ

ろ
と

か
ら

だ
の

理
解

福
祉

情
報

＜
理

数
＞

標
準

単
位

数

４
～

８

７
～

15

２
～

６

２
～

10

２
～

10

２
～

10

２
～

10

科
目

理
数

数
学

Ⅰ

理
数

数
学

Ⅱ

理
数

数
学

特
論

理
数

物
理

理
数

化
学

＜
体

育
＞

標
準

単
位

数

３
～

６

１
～

18

１
～

18

１
～

18

１
～

18

３
～

６

３
～

６

３
～

６

科
目

ス
ポ

ー
ツ

概
論

ス
ポ

ー
ツ

Ⅰ

ス
ポ

ー
ツ

Ⅱ

ス
ポ

ー
ツ

Ⅲ

ス
ポ

ー
ツ

Ⅳ

ス
ポ

ー
ツ

Ⅴ

ス
ポ

ー
ツ

Ⅵ

ス
ポ

ー
ツ

総
合

演
習

＜
音

楽
＞

標
準

単
位

数

３
～

９

２
～

６

２
～

６

３
～

９

２
～

12

科
目

音
楽

理
論

音
楽

史

演
奏

研
究

ソ
ル

フ
ェ

ー
ジ

ュ

声
楽

３
～

12

２
～

12

２
～

６

器
楽

作
曲

鑑
賞

研
究

＜
美

術
＞

標
準

単
位

数

２
～

４

２
～

４

２
～

４

２
～

12

２
～

12

２
～

８

２
～

８

２
～

８

２
～

８

２
～

８

２
～

８

２
～

８

２
～

８

科
目

美
術

概
論

美
　

術
　

史

鑑
賞

研
究

素
　

　
描

構
　

　
成

絵
　

　
画

版
　

　
画

彫
　

　
刻

ビ
ジ

ュ
ア

ル
デ

ザ
イ

ン

ク
ラ

フ
ト

デ
ザ

イ
ン

情
報

メ
デ

イ
ア

デ
ザ

イ
ン

映
像

表
現

環
境

造
形

＜
英

語
＞

標
準

単
位

数

３
～

６

４
～

６

４
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

２
～

６

科
目

総
合

英
語

Ⅰ

総
合

英
語

Ⅱ

総
合

英
語

Ⅲ

デ
ィ

ベ
ー

ト
・

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

Ⅰ

デ
ィ

ベ
ー

ト
・

デ
ィ

ス
カ

ッ
シ

ョ
ン

Ⅱ

エ
ッ

セ
イ

ラ
イ

テ
ィ

ン
グ

Ⅰ

エ
ッ

セ
イ

ラ
イ

テ
ィ

ン
グ

Ⅱ

科
目

医
療

と
社

会

人
体

の
構

造
と

機
能

疾
病

の
成

り
立

ち
と

予
防

生
活

と
疾

病

基
礎

保
健

理
療

臨
床

保
健

理
療

地
域

保
健

理
療

と
保

健
理

療
経

営

保
健

理
療

基
礎

実
習

保
健

理
療

臨
床

実
習

保
健

理
療

情
報

科
目

医
療

と
社

会

人
体

の
構

造
と

機
能

疾
病

の
成

り
立

ち
と

予
防

生
活

と
疾

病

基
礎

理
療

学

臨
床

理
療

学

地
域

理
療

と
保

健
経

営

理
療

基
礎

実
習

理
療

臨
床

実
習

理
療

情
報

課
題

研
究

２
～

４

２
～

４

２
～

４

10～
21

２
～

４

母
性

看
護

小
児

看
護

看
護

の
統

合
と

実
践

看
護

臨
地

実
習

看
護

情
報

活
用

理
数

生
物

理
数

地
学
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平
成

31年

2月
18日

平
成

31年

3月
14日

平
成

31年

3月
17日

令
和

元
年

5月
1日

令
和

元
年

5月
1日

令
和

元
年

5月
26日

令
和

元
年

5月
30日

令
和

元
年

6月
15日

令
和

元
年

8月
1日

令
和

元
年

8月
1日

令
和

元
年

9月
1日

令
和

2年

1月
30日

令
和

2年

1月
30日

令
和

2年

2月
1日

令
和

2年

2月
8日

田
嶋

大
樹

後
援

会

前
川

和
治

後
援

会

浅
野

好
一

後
援

会

佐
々

木
か

ず
や

後
援

会

福
井

県
退

職
公

務
員

政

治
連

盟

日
本

行
政

書
士

政
治

連

盟
福

井
県

支
部

日
本

弁
護

士
政

治
連

盟

福
井

県
支

部

自
由

民
主

党
今

庄
支

部

大
久

保
恵

子
後

援
会

市
民

グ
ル

ー
プ

風

縄
手

博
和

後
援

会

ダ
ニ

エ
ル

益
資

後
援

会

夏
休

み
の

宿
題

を
廃

止

す
る

会

福
井

市
商

店
街

政
策

懇

話
会

福
井

県
民

主
教

育
政

治

連
盟

田
嶋

　
大

樹

前
川

　
和

治

山
東

　
和

夫

畑
中

　
正

明

旭
　

信
昭

坪
川

　
貞

子

寺
田

　
直

樹

高
谷

　
皓

之

笠
原

　
章

笠
原

　
章

縄
手

　
博

和

ダ
ニ

エ
ル

　
益

資

ダ
ニ

エ
ル

　
益

資

前
側

　
宏

山
本

　
正

雄

大
野

市
若

杉
町

１
６

１
０

田
嶋

　
大

樹

敦
賀

市
沓

見
１

６
－

１
０

－
３面

　
宏

幸

中
村

　
峰

男

旭
　

信
昭

松
宮

　
昌

弘

野
条

　
泰

永

喜
村

　
喜

代
治

大
久

保
　

恵
子

大
久

保
　

恵
子

敦
賀

市
市

野
々

町
２

－
１

５

９
３

ダ
ニ

エ
ル

　
益

資

ダ
ニ

エ
ル

　
益

資

夏
休

み
の

宿
題

を
廃

止
す

る
会木

本
　

茂
樹

山
本

　
正

雄

橋
岡

　
克

典

大
野

市
日

吉
町

１
７

－
１

０

松
谷

　
茂

樹

敦
賀

市
沓

見
１

８
－

１

宮
本

　
三

郎

金
丸

　
治

美

蓮
川

　
貢

井
関

　
太

藏

光
照

　
良

眞

秋
田

　
重

敏

須
磨

　
美

佐
子

水
間

　
た

か
子

敦
賀

市
公

文
名

１
１

－
２

１

９澤
田

　
国

夫

石
田

　
泰

啓

夏
休

み
の

宿
題

廃
止

党

榊
原

　
英

夫

堂
前

　
廣

久
保

　
主

計

主
た

る
事

務
所

の

所
在

地

代
表

者

主
た

る
事

務
所

の

所
在

地

会
計

責
任

者

会
計

責
任

者

代
表

者

会
計

責
任

者

会
計

責
任

者

会
計

責
任

者

会
計

責
任

者

会
計

責
任

者

主
た

る
事

務
所

の

所
在

地

代
表

者

会
計

責
任

者

名
称

会
計

責
任

者

代
表

者

代
表

者

届
　

出

年
月

日
政

治
団

体
の

名
称

異
 動

 事
 項

代
表

者
の

氏
名

異
　

動
　

内
　

容

新
旧



　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
２
１
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
１

７
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

政
治

団
体

の
解

散
の

届
出

が
あ

っ
た

の
で

、
同

条
第

３
項

の
規

定
に

よ
り

、
次

の
と

お
り

告
示

す
る

。

　
　

令
和

２
年

３
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

福
井
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
２
２
号

　
政

治
資

金
規

正
法

（
昭

和
２

３
年

法
律

第
１

９
４

号
）

第
２

０
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

平
成

３
０

年
分

の
政

治
団

体
の

収
支

報
告

書
の

要
旨

を
次

の

と
お

り
公

表
す

る
。

　
　

令
和

２
年

３
月

３
１

日

　
　

　
　

　
　

福
井

県
選

挙
管

理
委

員
会

　
　

　
　

　
　

　
委

員
長

　
金

井
　

亨

〔
政

党
の

支
部

〕

政
治

団
体

の
名

称
　

自
由

民
主

党
清

水
支

部

報
 告

 年
 月

 日
　

令
和

２
年

３
月

１
３

日
　

　

１
　

収
入

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  760,619

　
　

　
前

年
繰

越
額

                         21,868

　
　

　
本

年
収

入
額

　
　

　
　

　
 　

   738,751

２
　

支
出

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
    760,619

３
　

翌
年

へ
の

繰
越

額
  　

     　
               0

４
　

本
年

収
入

の
内

訳

　
個

人
の

党
費

・
会

費
        　

 70,200（
61名

）

　
寄

　
　

附
       　

　
　

　
　

　
    　

150,000

　
〔

う
ち

寄
附

の
あ

っ
せ

ん
に

よ
る

も
の

〕
    0

　
　

個
人

分
           　

　
　

 　
　

　
　

150,000

　
借

入
金

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  243,550

　
　

藤
田

　
諭

　
　

　
　

　
　

　
　

　
   243,550

本
部

ま
た

は
支

部
か

ら
供

与
さ

れ
た

交
付

金
に

係

る
収

入
　

　
　

　
 　

　
　

　
　

　
　

　
　

20.000

  自
由

民
主

党
福

井
県

支
部

連
合

会
 　

    20,000

そ
の

他
の

収
入

　
　

　
　

　
　

　
　

　
   255,001

    一
件

十
万

円
未

満
の

も
の

　
　

　
     255,001

５
　

支
出

の
内

訳

　
経

常
経

費
  　

　
　

　
　

　
　

　
 　

    13,963

　
　

備
品

・
消

耗
品

費
　

　
　

　
　

　
　

 13,963

　
政

治
活

動
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  746,656

　
　

組
織

活
動

費
　

　
　

　
　

　
　

 　
  746,656

６
　

寄
附

の
内

訳

〔
個

人
分

〕
              

（
寄

附
者

の
氏

名
）

（
金

　
額

）
　

（
住

　
所

）

　
藤

田
　

諭
　

　
 　

  150,000　
　

  ｠福
井

市

　
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─
─

─

〔
そ

の
他

の
政

治
団

体
〕
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大
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後
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会
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解
散

年
月

日

平
成

31年
1月

30日

令
和

元
年

12月
1日

令
和

元
年

12月
10日

令
和

元
年

12月
31日

令
和

元
年

12月
31日

令
和

2年
2月

2日

令
和

2年
3月

2日

令
和

2年
3月

2日

東
川

つ
ぐ

お
後

援
会

土
田

光
を

育
て

る
会

高
木

毅
今

庄
町

後
援

会

田
嶋

大
樹

後
援

会

釣
本

音
次

後
援

会

浜
上

雄
一

後
援

会

自
由

民
主

党
福

井
県

敦
賀

市
第

一
支

部

石
栄

会

坪
田

　
雅

一

土
田

　
光

澤
﨑

　
信

雄

田
嶋

　
大

樹

釣
本

　
音

次

井
ノ

本
　

晃
一

郎

石
川

　
与

三
吉

中
瀬

　
実

政
治

団
体

の
名

称
代

表
者

の
氏

名

令
和

2年

2月
15日

令
和

2年

2月
19日

令
和

2年

2月
24日

令
和

2年

3月
1日

令
和

2年

3月
2日

令
和

2年

3月
2日

横
山

た
つ

ひ
ろ

後
援

会

自
由

民
主

党
福

井
県

自

動
車

販
売

支
部

宮
本

た
か

し
を

育
て

る

会自
由

民
主

党
福

井
県

越

前
市

今
立

郡
南

条
郡

第

三
支

部

立
憲

民
主

党
福

井
県

第

１
区

総
支

部

立
憲

民
主

党
福

井
県

連

合

橋
岡

　
克

典

浮
田

　
啓

三

宮
本

　
俊

宮
本

　
俊

野
田

　
富

久

野
田

　
富

久

矢
野

　
義

和

安
藤

　
和

博

宮
本

　
俊

河
嶋

　
衛

河
嶋

　
衛

福
井

市
春

山
１

－
９

－
３

１

福
井

市
春

山
１

－
９

－
３

１

齊
藤

　
重

範

酒
井

　
定

雄

河
嶋

　
衛

眞
柄

　
一

明

眞
柄

　
一

明

福
井

市
中

央
１

－
３

－
５

福
井

市
中

央
１

－
３

－
５

会
計

責
任

者

会
計

責
任

者

代
表

者

会
計

責
任

者

会
計

責
任

者

主
た

る
事

務
所

の

所
在

地

主
た

る
事

務
所

の

所
在

地



報
 告

 年
 月

 日
　

令
和

２
年

３
月

５
日

　
　

１
　

収
入

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
  　

　
  0

　
　

　
前

年
繰

越
額

　
　

　
　

　
 　

　
　

      0

　
　

　
本

年
収

入
額

　
　

　
　

　
 　

　
　

      0

２
　

支
出

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

      0

３
　

翌
年

へ
の

繰
越

額
  　

     　
               0

令和２年３月31日（火） 福 井 県 報 第 88 号 10

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
印　

刷

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
発　

行
　

発
行
人　

〒
九
一
〇

｜

八
五
八
〇　

福
井
県
福
井
市
大
手
三
丁
目
十
七
番
一
号　

福　

井　

県

　

印
刷
人　

〒
九
一
〇

｜

〇
〇
一
七　

福
井
県
福
井
市
文
京
一
丁
目
十
九

｜

二
十　

髙
桑
印
刷
㈱　

☎

㉓
六
三
二
二
番


